
近
畿

地
方
ダ

ム
等
管
理
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
委

員
会

 
規

約
 
新
旧

対
照

表
 

規
約

変
更
（

案
）
 

現
規

約
 

備
考
 

（
名

 
称
）
 

第
１

条
 
本

会
は

、「
近
畿
地
方
ダ
ム
等
管
理
フ
ォ
ロ
ー
ア

ッ
プ

委
員

会
」
（
以

下
「
委

員
会

」
と

い
う

。）
 

と
称

す
る
。
 

（
設

置
者
）
 

第
２

条
 
委

員
会
は

、
近
畿
地
方
整
備
局
長
及
び
独
立
行
政

法
人

水
資

源
機
構

関
西
・
吉

野
川

支
社

長
（

以

下
「

近
畿
地

方
整
備

局
長
等
」
と
い
う
。）

が
設
置
す

る
。

 

（
目

 
的
）
 

第
３

条
 
委

員
会
は

、「
ダ
ム
等
の
管
理
に
係
る
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ

プ
制

度
の
実

施
に
つ
い

て
」（

平
成

１
４
年

７
月

２
４
日

国
河
環

第
３
２
号
国
土
交
通
省
河
川
局
長
通
達

）
に

基
づ

き
設
置

す
る
も
の

で
、
近
畿

地
方

整

備
局

及
び
独

立
行
政

法
人
水
資
源
機
構
関
西
・
吉
野
川
支
社

淀
川

本
部

が
管
理

を
行
っ
て

い
る

ダ
ム

等
（

以

下
、「

対
象

ダ
ム

等
」
と

い
う
。
）
の
適
切
な
管
理
に
資
す

る
と

と
も

に
、
対

象
ダ

ム
等

の
効

率
性

及
び
そ

の

実
施

過
程
の

透
明
性

へ
の
一
層
の
向
上
を
図
る
た
め
、
洪
水

調
節

実
績

、
環

境
へ
の

影
響

等
の

調
査
（

以
下

、

「
フ

ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ

調
査
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
調
査
結

果
の

分
析

と
評
価

に
つ
い
て

意
見

を
述

べ
る
こ

と
を

目
的
と

す
る
。
 

対
象
ダ

ム
等
は

、
別
紙
－
１
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
委

員
会
）
 

第
４

条
 
委

員
会
の

委
員
は
、
別
紙
－
２
に
よ
る
者
で
構
成

し
、

近
畿

地
方
整

備
局
長
等

が
委

嘱
す

る
。
 

２
 

委
員
は

、
再
任

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 

委
員
会

に
は
委

員
長
を
置
く
こ
と
と
し
、
委
員

長
は
委

員
間

の
互

選
に
よ

っ
て
こ
れ

を
定

め
る

。
 

４
 

委
員
長

は
会
務

を
掌
理
す
る
。
 

５
 

委
員
長

に
事
故

が
あ
る
と
き
は
、
委
員
長
が
あ

ら
か
じ

め
指

名
す

る
委
員

が
そ
の
職

務
を

代
理

す
る

。
 

６
 

特
定

の
ダ

ム
等

に
関

す
る

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
調
査

及
び

調
査

結
果

の
分

析
と

評
価

に
つ

い
て

検
討

を

行
う

た
め
に

、
委
員

会
に
当
該
ダ
ム
に
関
し
て
学
識
経
験
を

有
す

る
特

別
委
員

を
置
く
こ

と
が

で
き

る
。
特

別
委

員
は
、

近
畿
地

方
整
備
局
長
等
が
委
嘱
す
る
。
 

（
モ

ニ
タ
リ

ン
グ
部

会
）

第
５

条
 
特

定
の
ダ

ム
等
の
調
査
の
開
始
段
階
に
お
け
る
、
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ
調

査
の
内

容
よ

り
も

詳
細
に

環
境

変
化
な

ど
を
分

析
・
評
価
す
る
た
め
の
調
査
（
以
下
、「

モ
ニ
タ

リ
ン
グ

調
査
」
と

い
う

。）
を

実
施

す

る
場

合
に
お

い
て
、
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
が
実
施
さ
れ
る
間

、
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

調
査
計
画

の
作

成
又

は
変

更

及
び

そ
の
調

査
結
果

の
分
析
・
評
価
に
つ
い
て
検
討
を
行
う

た
め

、
当

該
ダ
ム

等
ご
と
に

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

部

会
（

以
下
、「

部
会

」
と

い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
が
で

き
る

。
部

会
委
員

は
当
該
ダ

ム
等

ご
と

に
近
畿

地

方
整

備
局
長

又
は
独

立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
関
西
・
吉
野

川
支

社
長

が
委
嘱

す
る
。
 

２
 

部
会
に

は
、
部

会
長
を
置
く
こ
と
と
し
、
部
会

長
は
部

会
委

員
間

の
互
選

に
よ
っ
て

こ
れ

を
定

め
る

。
 

３
 

部
会
長

は
部
会

の
事
務
を
掌
理
す
る
。
 

４
 

部
会
長

に
事
故

が
あ
る
と
き
は
、
部
会
委
員
の
う

ち
か

ら
委

員
長

が
あ
ら

か
じ
め
指

名
す

る
委

員
が
そ

（
名

 
称
）
 

第
１

条
 
本
会
は
、「

近
畿
地
方
ダ
ム
等
管
理
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
委
員
会
」
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）

 

と
称

す
る
。
 

（
設

置
者
）
 

第
２

条
 
委
員
会
は
、
近
畿
地
方
整
備
局
長
及
び
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
関
西
・
吉
野
川
支
社
長
（
以

下
「

近
畿
地
方
整
備
局
長
等
」
と
い
う
。）

が
設
置
す
る
。
 

（
目

 
的
）
 

第
３

条
 
委
員
会
は
、「

ダ
ム
等
の
管
理
に
係
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
制
度
の
実
施
に
つ
い
て
」（

平
成
１
４
年

７
月

２
４
日
国
河
環
第
３
２
号
国
土
交
通
省
河
川
局
長
通
達
）
に
基
づ
き
設
置
す
る
も
の
で
、
近
畿
地
方
整

備
局

及
び
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
関
西
・
吉
野
川
支
社
淀
川
本
部
が
管
理
を
行
っ
て
い
る
ダ
ム
等
（
以

下
、「

対
象
ダ
ム
等
」
と
い
う
。
）
の
適
切
な
管
理
に
資
す
る
と
と
も
に
、
対
象
ダ
ム
等
の
効
率
性
及
び
そ
の

実
施

過
程
の
透
明
性
へ
の
一
層
の
向
上
を
図
る
た
め
、
洪
水
調
節
実
績
、
環
境
へ
の
影
響
等
の
調
査
（
以
下
、

「
フ

ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
調
査
結
果
の
分
析
と
評
価
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ

と
を

目
的
と
す
る
。
 

対
象
ダ
ム
等
は
、
別
紙
－
１
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
委
員
会
）
 

第
４
条
 
委
員
会
の
委
員
は
、
別
紙
－
２
に
よ
る
者
で
構
成
し
、
近
畿
地
方
整
備
局
長
等
が
委
嘱
す
る
。
 

２
 
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
委
員
会
に
は
委
員
長
を
置
く
こ
と
と
し
、
委
員
長
は
委
員
間
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。
 

４
 
委
員
長
は
会
務
を
掌
理
す
る
。
 

５
 
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
委
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

６
 

特
定

の
ダ

ム
等

に
関

す
る

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
調
査

及
び

調
査

結
果

の
分

析
と
評

価
に

つ
い

て
検

討
を

行
う

た
め
に
、
委
員
会
に
当
該
ダ
ム
に
関
し
て
学
識
経
験
を
有
す
る
特
別
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
特

別
委

員
は
、
近
畿
地
方
整
備
局
長
等
が
委
嘱
す
る
。
 

（
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
部
会
）

第
５

条
 
特
定
の
ダ
ム
等
の
調
査
の
開
始
段
階
に
お
け
る
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
の
内
容
よ
り
も
詳
細
に

環
境

変
化
な
ど
を
分
析
・
評
価
す
る
た
め
の
調
査
（
以
下
、「

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
」
と
い
う
。）

を
実
施
す

る
場

合
に
お
い
て
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
が
実
施
さ
れ
る
間
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
計
画
の
作
成
又
は
変
更

及
び

そ
の
調
査
結
果
の
分
析
・
評
価
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
た
め
、
当
該
ダ
ム
等
ご
と
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
部

会
（
以
下
、「

部
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
部
会
委
員
は
当
該
ダ
ム
等
ご
と
に
近
畿
地

方
整

備
局
長
又
は
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
関
西
・
吉
野
川
支
社
長
が
委
嘱
す
る
。
 

２
 

部
会
に
は
、
部
会
長
を
置
く
こ
と
と
し
、
部
会
長
は
部
会
委
員
間
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。
 

３
 

部
会
長
は
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。
 

４
 

部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
部
会
委
員
の
う
ち
か
ら
委
員
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
委
員
が
そ

第
１
条
 
 

【
変
更
な
し
】
 

第
２
条
 
 

【
変
更
な
し
】
 

第
３
条
 
 

【
変
更
な
し
】
 

第
４
条
 
 

【
変
更
な
し
】
 

第
５
条
 
 

【
変
更
な
し
】
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の
職

務
を
代

理
す
る

。
 

５
 

部
会
の

意
見
は

、
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 

６
 

部
会
規

約
の
詳

細
は
、
部
会
ご
と
に
定
め
る
。
 

（
議

事
）
 

第
６

条
 
委

員
会
及

び
部
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
委
員
長

ま
た
は

部
会

長
が

召
集
し

、
議
長
を

つ
と

め
る

。
 

２
 

委
員
会

及
び
部

会
の
会
議
は
、
そ
れ
ぞ
れ
委
員
会
に
属

す
る

委
員

及
び
特

別
委
員
又

は
、
部
会

委
員

の

２
分

の
１
以

上
が
出

席
し
な
け
れ
ば
開
催
す
る
こ
と

が
で
き

な
い

。
 

３
 

委
員
会

及
び
部

会
の
議
事
運
営
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
委

員
会

に
属
す

る
委
員
及

び
特

別
委

員
又
は

部
会

委
員
の

意
見
を

聞
い
て
定
め
る
。
 

４
 

委
員
会

及
び
部

会
は
、
そ
の
議
事
内
容
の
概
要
を
公
表

す
る

。
 

（
委

員
会
又

は
部
会

の
意
見
）
 

第
７

条
 
委

員
会
は

、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
の
内
容
及
び

そ
の

調
査

結
果
の

分
析
・
評

価
に

つ
い

て
、
意

見
を

述
べ
る

。
 

２
 

部
会
は

、
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
計
画
の
内
容
及
び
そ
の

調
査

結
果

の
分
析
・
評

価
に

つ
い

て
、
意
見

を

述
べ

る
。
 

（
情

報
公
開

）
 

第
８

条
 
近

畿
地
方

整
備
局
長
等
は
、
委
員
会
又
は
部
会
の

審
議

及
び

審
議
資

料
、
議
事

概
要

等
の

情
報

公

開
に

努
め
る

こ
と
と

す
る
。
 

（
事

務
局
）
 

第
９

条
 
委

員
会
の

事
務
局
は
、
近
畿
地
方
整
備
局
河
川
部

及
び

独
立

行
政
法

人
水
資
源

機
構

関
西
・
吉

野

川
支

社
淀
川

本
部
に

置
く
。
 

（
雑

則
）
 

第
1
0
条

 
こ

の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の

運
営

に
関

し
必
要

な
事
項
は

、
委

員
長

が
委
員

会
に

諮
っ
て

定
め
る

。
 

附
則
 

（
施

行
期
日

）
 

こ
の
規

約
は
、

平
成
１
９
年
１
１
月
２
６
日
か

ら
施
行

す
る

。
 

平
成
２
８
年
 

２
月
 

２
日
改
正

 

平
成
２
９
年
　
２
月
１
５
日
改
正

 

の
職

務
を
代
理
す
る
。
 

５
 

部
会
の
意
見
は
、
委
員
会
に
報
告
す

る
も
の
と
す
る
。
 

６
 

部
会
規
約
の
詳
細
は
、
部
会
ご
と
に

定
め
る
。
 

（
議

事
）
 

第
６

条
 
委
員
会
及
び
部
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
委
員
長
ま
た
は
部
会
長
が
召
集
し
、
議
長
を
つ
と
め
る
。
 

２
 

委
員
会
及
び
部
会
の
会
議
は
、
そ
れ
ぞ
れ
委
員
会
に
属
す
る
委
員
及
び
特
別
委
員
又
は
、
部
会
委
員
の

２
分
の
１
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

３
 
委
員
会
及
び
部
会
の
議
事
運
営
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
委
員
会
に
属
す
る
委
員
及
び
特
別
委
員
又
は

部
会
委
員
の
意
見
を
聞
い
て
定
め
る
。
 

４
 
委
員
会
及
び
部
会
は
、
そ
の
議
事
内
容
の
概
要
を
公
表
す
る
。
 

（
委
員
会
又
は
部
会
の
意
見
）
 

第
７
条
 
委
員
会
は
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
の
内
容
及
び
そ
の
調
査
結
果
の
分
析
・
評
価
に
つ
い
て
、
意

見
を
述
べ
る
。
 

２
 

部
会
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
計
画
の
内
容
及
び
そ
の
調
査
結
果
の
分
析
・
評
価
に
つ
い
て
、
意
見
を

述
べ

る
。
 

（
情

報
公
開
）
 

第
８

条
 
近
畿
地
方
整
備
局
長
等
は
、
委
員
会
又
は
部
会
の
審
議
及
び
審
議
資
料
、
議
事
概
要
等
の
情
報
公

開
に

努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

（
事
務
局
）
 

第
９
条
 
委
員
会
の
事
務
局
は
、
近
畿
地
方
整
備
局
河
川
部
及
び
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
関
西
・
吉
野

川
支
社
淀
川
本
部
に
置
く
。
 

（
雑
則
）
 

第
1
0
条
 
こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が
委
員

会
に

諮
っ
て
定
め
る
。
 

附
則
 

（
施

行
期
日
）
 

こ
の
規
約
は
、
平
成
１
９
年
１
１
月
２
６
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

こ
の
規
約
は
、
平
成
２
８
年
 

２
月
 

２
日
 

改
正
 

第
６
条
 
 

【
変
更
な
し
】
 

第
７
条
 
 

【
変
更
な
し
】
 

第
８
条
 
 

【
変
更
な
し
】
 

第
９
条
 
 

【
変
更
な
し
】
 

第
1
0
条
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追
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員

 
 
 
 
  
江

崎
え
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き

 
保
男

や
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兵
庫
県
立
大
学
大

学
院
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域

資
源

マ
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ジ
メ
ン

ト
研
究
科

、
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究
科
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・

教
授
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み
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也
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つ
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京
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災

研
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近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会規約 

（名 称） 

第１条 本会は、「近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会」（以下「委員会」という。） 

と称する。 

（設置者） 

第２条 委員会は、近畿地方整備局長及び独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社長（以

下「近畿地方整備局長等」という。）が設置する。 

（目 的） 

第３条 委員会は、「ダム等の管理に係るフォローアップ制度の実施について」（平成１

４年７月２４日国河環第３２号国土交通省河川局長通達）に基づき設置するもので、近

畿地方整備局及び独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社淀川本部が管理を行ってい

るダム等（以下、「対象ダム等」という。）の適切な管理に資するとともに、対象ダム

等の効率性及びその実施過程の透明性への一層の向上を図るため、洪水調節実績、環境

への影響等の調査（以下、「フォローアップ調査」という。）及びその調査結果の分析

と評価について意見を述べることを目的とする。 

対象ダム等は、別紙－１のとおりとする。 

（委員会） 

第４条 委員会の委員は、別紙－２による者で構成し、近畿地方整備局長等が委嘱する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員会には委員長を置くこととし、委員長は委員間の互選によってこれを定める。 

４ 委員長は会務を掌理する。 

５ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

６ 特定のダム等に関するフォローアップ調査及び調査結果の分析と評価について検討を

行うために、委員会に当該ダムに関して学識経験を有する特別委員を置くことができる。

特別委員は、近畿地方整備局長等が委嘱する。 

（モニタリング部会）

第５条 特定のダム等の調査の開始段階における、フォローアップ調査の内容よりも詳細

に環境変化などを分析・評価するための調査（以下、「モニタリング調査」という。）

を実施する場合において、モニタリング調査が実施される間、モニタリング調査計画の

作成又は変更及びその調査結果の分析・評価について検討を行うため、当該ダム等ごと

にモニタリング部会（以下、「部会」という。）を設置することができる。部会委員は

当該ダム等ごとに近畿地方整備局長又は独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社長が

委嘱する。 

２ 部会には、部会長を置くこととし、部会長は部会委員間の互選によってこれを定める。 

３ 部会長は部会の事務を掌理する。 
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４ 部会長に事故があるときは、部会委員のうちから委員長があらかじめ指名する委員が

その職務を代理する。 

５ 部会の意見は、委員会に報告するものとする。 

６ 部会規約の詳細は、部会ごとに定める。 

（議事） 

第６条 委員会及び部会は、それぞれ委員長または部会長が召集し、議長をつとめる。 

２ 委員会及び部会の会議は、それぞれ委員会に属する委員及び特別委員又は、部会委員

の２分の１以上が出席しなければ開催することができない。 

３ 委員会及び部会の議事運営については、それぞれ委員会に属する委員及び特別委員又

は部会委員の意見を聞いて定める。 

４ 委員会及び部会は、その議事内容の概要を公表する。 

（委員会又は部会の意見） 

第７条 委員会は、フォローアップ調査の内容及びその調査結果の分析・評価について、

意見を述べる。 

２ 部会は、モニタリング調査計画の内容及びその調査結果の分析・評価について、意見

を述べる。 

（情報公開） 

第８条 近畿地方整備局長等は、委員会又は部会の審議及び審議資料、議事概要等の情報

公開に努めることとする。 

（事務局） 

第９条 委員会の事務局は、近畿地方整備局河川部及び独立行政法人水資源機構関西・吉

野川支社淀川本部に置く。 

（雑則） 

第 10 条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

附則 

（施行期日） 

この規約は、平成１９年１１月２６日から施行する。 

平成２８年 ２月 ２日改正 

平成２９年　２月１５日改正 
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〔別紙－１〕 

近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会 対象ダム等 

○近畿地方整備局管理ダム等

・九頭竜ダム

・真名川ダム

・鳴鹿大堰

・天ヶ瀬ダム

・加古川大堰

・猿谷ダム

・紀の川大堰

・大滝ダム

○独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社淀川本部管理ダム等

・高山ダム

・青蓮寺ダム

・室生ダム

・布目ダム

・比奈知ダム

・一庫ダム

・日吉ダム

・琵琶湖開発事業
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〔別紙－２〕 

近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会名簿 

 （五十音順） 

委 員  
え ざ き

江崎 
や す お

保男 兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント 

研究科、研究科長・教授 

委 員  
すみ

角 
て つ や

哲也 京都大学防災研究所 

水資源環境研究センター教授 

委 員 立川
たちかわ

 康人
や す と

 京都大学大学院工学研究科教授 

委 員 
た な か

田中 
ひろあき

宏明 京都大学大学院工学研究科附属 

流域圏総合環境質研究センター教授 

委 員 
まえさこ

前迫 ゆり 大阪産業大学大学院 人間環境学研究科教授 

委 員  
まえはた

前畑 政
まさ

善
よし

神戸学院大学 人文学部教授 

委 員 
ま つ い

松井 
まさふみ

正文 京都大学名誉教授 

委 員 湯崎
ゆ ざ き

 真梨子
ま り こ

 和歌山大学 産学連携・研究支援センター教授 
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